
職
員
の
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
人
事
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委
員
長 

加 
 

藤 
 
 
 
 

誠 

広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号 

 
 
 

職
員
の
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

目
次
中
「
第
三
条
の
二
」
を
「
第
三
条
の
五
」
に
改
め
る
。 

第
二
条
の
三
及
び
第
二
条
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
二
条
の
三 

削
除 

 

（
退
職
理
由
記
録
の
作
成
時
期
） 

第
二
条
の
四 

条
例
第
五
条
の
五
に
規
定
す
る
退
職
の
理
由
の
記
録
（
以
下
「
退
職
理
由
記
録
」
と
い
う
。

）
は
、
職
員
の
退
職
後
速
や
か
に
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
条
の
五
の
見
出
し
中
「
退
職
勧
奨
の
記
録
」
を
「
退
職
理
由
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
退

職
勧
奨
の
記
録
」
を
「
退
職
理
由
記
録
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

一 

作
成
年
月
日 

 

二 

氏
名
及
び
生
年
月
日 

 

三 

退
職
の
日
に
お
け
る
所
属
及
び
職
名 

 

四 

勤
続
期
間
並
び
に
採
用
年
月
日
及
び
退
職
年
月
日 

 

五 

退
職
の
理
由
及
び
当
該
退
職
の
理
由
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
経
緯 

 

六 

作
成
者
の
職
名
及
び
氏
名 

 

第
二
条
の
五
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
退
職
勧
奨
の
記
録
」
を
「
退
職
理
由
記
録
」
に
改
め
る
。 

第
二
条
の
六
の
見
出
し
中
「
退
職
勧
奨
の
記
録
」
を
「
退
職
理
由
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
退

職
勧
奨
の
記
録
」
を
「
退
職
理
由
記
録
」
に
改
め
、
「
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
」
を
削
り
、
同
条
第
二

項
中
「
退
職
勧
奨
の
記
録
は
、
職
員
の
退
職
」
を
「
退
職
理
由
記
録
は
、
そ
の
作
成
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
二
条
の
七 

削
除 

 

第
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
五
十
五
条
」
を
「
第
八
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
章
中
第
三
条
の
二
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。 

 

（
募
集
実
施
要
項
の
記
載
事
項
） 

第
三
条
の
三 

条
例
第
八
条
の
三
第
二
項
第
十
一
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
必
要
な
事
項
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

条
例
第
八
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
募
集
の
期
間
を
延
長
す
る
場
合
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨 

二 

条
例
第
八
条
の
三
第
八
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
応
募
（
次
条
に
お
い
て
「
応

募
」
と
い
う
。
）
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
旨 



三 

条
例
第
八
条
の
三
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
（
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
な
い
旨
の
決
定
を
す
る
場
合
が
あ
る
旨 

四 
認
定
を
行
つ
た
後
遅
滞
な
く
、
退
職
す
べ
き
期
間
の
い
ず
れ
か
の
日
か
ら
退
職
す
べ
き
期
日
を
定
め
、 

条
例
第
八
条
の
三
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
う
こ
と
と
な
る
旨
（
募
集
実
施
要
項
（
条
例
第 

八
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
募
集
実
施
要
項
を
い
う
。
）
に
退
職
す
べ
き
期
間
を
記
載
し
た
場
合
に

限
る
。
） 

五 

条
例
第
八
条
の
三
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
す
べ
き
期
日
を
繰
り
上
げ
、
又
は
繰
り
下
げ
る
場

合
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨 

（
定
年
前
に
退
職
す
る
意
思
を
有
す
る
職
員
の
募
集
等
に
係
る
様
式
） 

第
三
条
の
四 

応
募
は
、
別
記
様
式
第
一
号
の
二
の
申
請
書
に
よ
る
も
の
と
し
、
条
例
第
八
条
の
三
第
八
項

の
規
定
に
よ
る
応
募
の
取
下
げ
は
、
別
記
様
式
第
一
号
の
三
の
申
請
書
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
八
条
の
三
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
て
当

該
各
号
に
定
め
る
通
知
書
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

認
定
を
す
る
旨
の
決
定
を
し
た
場
合 

別
記
様
式
第
一
号
の
四
の
通
知
書 

 

二 

認
定
を
し
な
い
旨
の
決
定
を
し
た
場
合 

別
記
様
式
第
一
号
の
五
の
通
知
書 

３ 

条
例
第
八
条
の
三
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
す
べ
き
期
日
の
通
知
は
、
別
記
様
式
第
一
号
の
六
の 

通
知
書
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
項
第
一
号
に
定
め
る
通
知
書
に
よ
り
当
該
退
職
す
べ
き
期
日

の
通
知
を
併
せ
て
行
つ
た
場
合
は
、
別
記
様
式
第
一
号
の
六
の
通
知
書
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

条
例
第
八
条
の
三
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
て
当

該
各
号
に
定
め
る
同
意
書
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

退
職
す
べ
き
期
日
を
繰
り
上
げ
る
場
合 

別
記
様
式
第
一
号
の
七
の
同
意
書 

 

二 

退
職
す
べ
き
期
日
を
繰
り
下
げ
る
場
合 

別
記
様
式
第
一
号
の
八
の
同
意
書 

５ 

条
例
第
八
条
の
三
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
新
た
に
定
め
た
退
職
す
べ
き
期
日
の
通
知
は
、
別
記
様
式

第
一
号
の
九
の
通
知
書
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
募
集
実
施
要
項
等
の
公
表
） 

第
三
条
の
五 

条
例
第
八
条
の
三
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
毎
年
度
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

第
七
条
中
「
別
記
様
式
第
一
号
の
二
」
を
「
別
記
様
式
第
一
号
の
十
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
の
二
第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

一 

条
例
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
者 

 

二 

条
例
第
八
条
の
三
第
十
項
に
規
定
す
る
認
定
を
受
け
て
同
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
退
職
す
べ
き
期

日
に
退
職
し
た
者 

 

第
九
条
の
二
第
六
号
中
「
非
違
に
よ
る
こ
と
な
く
勧
奨
を
受
け
て
」
を
「
事
情
に
よ
ら
な
い
で
引
き
続
い

て
勤
務
す
る
こ
と
を
困
難
と
す
る
理
由
に
よ
り
」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  



 

様
式

第
１
号
（

第
２

条
の

５
関

係
）

退
職

の
理

由
の

記
録

作
成

年
月
日

年
 

 
月

 
 

日

氏
 

 
名

生
年

月
日

年
 

 
月

 
 

日

所
 

 
属

職
 

 
名

勤
続

期
間

採
用

年
月

日
退
職

年
月

日

年
 
 
 

 
月

年
 

 
月

 
 
日

年
 

 
月

 
 

日

退
職

の
理

由
（

職
員
の

退
職

手
当
に
関

す
る

条
例
第

 
 
条
第

 
 

項
第

 
 
号
）

当
該

退
職

の
理

由
に

該
当

す
る

に
至

つ
た

経
緯

作
成

者
の

職
名

，
氏

名

及
び

印

 

         



 
別
記
様
式
第
一
号
の
二
（
別
紙
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
一
号
の
十
と
す
る
。 

         



 

（
別
紙

）
 

 

⑭
退

職
事
由

 

【
退

職
事
由

は
所

定
給
付

日
数

・
給
付

制
限
の

有
無

に
影
響

を
与

え
る
場

合
が
あ

り
，

適
正
に

記
入

し
て
く

だ
さ
い

。】
 

任
命

権
 

者
 

等
 

記
載

欄
 

退
職

者
 

記
載

欄
 

退
 

 
職
 

 
の
 

 
事
 

 
由
 

※
 

公
共

職
業

安

定
所

記
載
欄

 
 

 
 

 
 

  
１

 
定

年
又

は
任
期

満
了
に

よ
る
も

の
 

 
 

□
 

 
 

(
1) 

定
年

に
よ

る
退
職

（
定
年

 
 
歳

）
 

 
 

 

□
 

 
 

(
2) 

任
期

満
了

に
よ
る

退
職
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
２

 
任

命
権

者
か
ら

の
働
き

か
け
等

に
よ

る
も

の
 

 
 

□
 

 
 

(
1)
 
 
懲

戒
免
職

等
処
分
 

 
 

 

□
 

 

 
 

(
2) 

 地
方

公
務

員
法
第

28
条

第
４

項
の

規
定

に
よ

る
失
職
（

同
法
第

16
条

第
１

号
に

該
当

す
る
場

合
に

限
る
。
）

又
は

こ
れ
に

準
ず
る

退
職
 

 
 

 

□
 

 

 
 

(
3)
 
 
地

方
公
務

員
法
第

28
条

第
４

項
の

規
定

に
よ

る
失
職
（

同
法
第

16
条

第
１

号
に

該
当

す
る
場

合
を

除
く
。
）

又
は

こ
れ
に

準
ず
る

退
職
 

 
 

 

□
 

 
 

(
4)
 
 
地

方
公
務

員
法
第

28
条

第
１

項
第

２
号

の
規

定
に
よ

る
免
職

又
は
こ

れ
に

準
ず

る
処

分
 

 
 

 

□
 

 

 
 

(
5) 

 地
方

公
務

員
法
第

28
条

第
１

項
第

１
号

若
し

く
は
第

３
号
の

規
定
に

よ
る

免
職

又
は

こ
れ
に

準
ず

る
処

分
 

 
 

 

□
 

 
 

(
6)
 

地
方

公
務

員
法
第

28
条

第
１

項
第

４
号

の
規

定
に
よ

る
免
職

の
処
分
 

 
 

 

□
 

 

 
 

(
7) 

職
員

の
退

職
手
当

に
関
す

る
条
例

第
８

条
の

３
第

10
項

に
規
定

す
る
認

定
を

受
け

て
同
条

第
13

項
に

規
定
す

る
退
職

す
べ
き

期
日
に

退
職

 
 

 
 

□
 

 
 

(
8)
 

そ
の

者
の

事
情
に

よ
ら
な

い
で
引

き
続

い
て

勤
務
す

る
こ
と

を
困
難

と
す

る
理

由
に

よ
る
退

職
 

 
 

 
 

 
 

 

□
 

 
 

３
 

公
務
上

の
傷
病

に
よ
る

退
職
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
４

 
職

員
の

個
人
的

な
事
情

に
起
因

す
る

退
職
 

 
 

 

 
□

 
 

(
1)
 

職
務

に
耐

え
ら
れ

な
い
体

調
不
良

，
け

が
等

が
あ
つ

た
た
め
 

 
 

 
□
 

 
(
2)
 

妊
娠

，
出

産
，
育

児
等
を

行
う
必

要
が

あ
つ

た
た
め
 

 
 

 
□
 

 
(
3)
 

家
庭

の
事

情
の
急

変
（
父

母
の
扶

養
，

親
族

の
介
護

等
）
が

あ
つ
た

た
め

 
 

 

 
□
 

 
(
4)
 

配
偶

者
等

と
の
別

居
生
活

が
継
続

困
難

と
な

つ
た
た

め
 

 
 

 
□
 

 
(
5)
 

転
居

に
よ

り
通
勤

困
難
と

な
つ
た

た
め
 

 
 

 
 

 
（
新
住
所
：
 

 
 

 
 
   

   
   

   
  

 
 
 

 
 
 
   

   
      

    
  

 
 

 
）
 

 
 

 
 

 

 
□
 

 
(
6)
 

そ
の

他
 

 
 

 
 

 
（

具
体

的
に

 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
 

 
 

５
 

そ
の
他

（
１
－

４
の
い

ず
れ
に

も
該

当
し

な
い

場
合
）
 

 
 

 

 
 

  
  

 

 
具

体
的
事

情
記
載

欄
（
任

命
権
者

等
用

）
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

   



 
別
記
様
式
第
一
号
の
次
に
次
の
八
様
式
を
加
え
る
。 

                                   



様
式
第
１
号
の

２
（

第
３
条
の
４

関
係
）

早
期
退

職
希
望

者
の
募

集
に
係

る
応
募

申
請
書

（
任
命
権
者
）
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
応
募
年
月
日
 
 
 
 
 

年
 
 
月
 

 
日

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
様
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
応
募
申
請
者

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
私
は
，

職
員
の

退
職
手
当
に
関

す
る
条

例
第
８
条

の
３
第
８
項

の
規
定
に

よ
り
，

こ
の
度

の
早
期

退
職
希

望
者

の
募
集
に
応
募

を
し

ま
す
。

１
 
応
募
を
す
る
早
期
退
職
希

望
者
の
募
集

に
つ

い
て

募
集
の
期
間

年
 
 
月
 
 

日
か

ら
 
 
 
 

年
 

 
月
 
 
日
ま
で

退
職
す
べ
き

期
日
又
は

期
間

備
 
 
考

（
注
）
「
募
集

の
期
間
」
及
び
「

退
職
す
べ
き
期
日
又
は

期
間

」
は
，
「
募
集

実
施
要

項
」
に
記
載

さ
れ

て

い
る
期
日

・
期

間
を
記
入
す
る
こ
と
。

２
 
応
募
申
請
者
に
つ
い
て

ふ
り
が
な

氏
 
 
名

所
 
 
属

職
 
 
名

級
号

給
給

料
表
[ 

 
 
 
 
 
] 

 
 
 
 
 
級
 
 
 

 
 

号
給

生
年
月
日

年
 
 
月
 
 
日

年
 
 
齢

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
歳

（
注
）
 
年
 
月
 
日
現

在
で

記
入
す

る
こ

と
。

※
任
命
権
者
記
入
欄

受
理
年
月
日

年
 
 
月
 
 
日

受
理
番
号

 



 

様
式
第
１
号
の

３
（

第
３
条
の
４

関
係
）

早
期
退
職

希
望
者

の
募
集

に
係
る

応
募
取

下
申
請

書

（
任
命
権
者
）
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
取
下
年
月
日
 
 
 
 
 

年
 
 
月
 

 
日

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
様
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
取
下
申
請
者

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
私
は
，

職
員
の

退
職
手
当
に
関

す
る
条

例
第
８
条

の
３
第
８
項

の
規
定
に

よ
り
，

こ
の
度

の
早
期

退
職
希

望
者

の
募
集
に
係
る

応
募

申
請
を
取
り

下
げ
ま
す
。

１
 
取
下
申
請
を
す
る
早

期
退

職
希
望
者
の

募
集

に
つ
い
て

募
集
の
期
間

年
 
 
月
 
 

日
か

ら
 
 
 
 

年
 

 
月
 
 
日
ま
で

退
職
す
べ
き

期
日
又
は

期
間

２
 
取
下
申
請
者
に
つ
い
て

ふ
り
が
な

氏
 
 
名

所
 
 
属

職
 
 
名

３
 
認
定
に
つ
い
て

認
定
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た

認
定

年
月
日

年
 
 
月

 
 

日

退
職
す
べ
き
期
日
又
は
期
間

（
注
）「

３
 
認
定
に

つ
い

て
」
欄
は
，
取
下
時
点
に
お
い
て
認
定

を
受
け
て
い

る
場

合
に
記
入
す
る
こ
と
。

ま
た
，
こ

の
う
ち

「
退
職

す
べ
き

期
日
又

は
期
間

」
欄
に
は
，
取

下
時
点

に
お
い
て

退
職

す
べ
き
期

日

が
既
に
通

知
さ
れ

て
い
る

場
合
は

そ
の
期

日
を
，

そ
れ
以
外
の
場

合
は
退

職
す
べ
き

期
間

を
記
入
す

る

こ
と
。

※
任
命
権
者
記
入
欄

受
理
年
月
日

年
 

 
月
 
 
日

応
募
申
請
書

の
受
理
番
号



 

様
式
第
１

号
の
４
（

第
３

条
の

４
関
係

）

認
定

通
知

書

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
認
定
年

月
日
 

 
 
 
 

年
 
 
月

 
 

日

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

様
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
任
命
権

者
）

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

印

 
あ
な

た
か

ら
 
 

年
 

 
月
 

 
日
付

け
で
申

請
の

あ
つ
た

早
期
退

職
希

望
者
の

募
集
に

係
る

応
募
に

つ
い

て

は
，
職

員
の

退
職
手

当
に

関
す

る
条

例
第

８
条
の

３
第

1
0項

及
び

第
1
1
項
の

規
定
に

よ
り
，

認
定

の
決
定

を
し

ま

し
た
の
で

，
通
知
し

ま
す

。
 

１
 

退
職
す
べ

き
期
日
又

は
期

間

２
 

備
考

（
注

）「
１

 
退
職

す
べ
き
期
日
又

は
期

間
」
欄

は
，
募

集
実
施

要
項
に
退

職
す

べ
き

期
日

を
記
載

し
た
場

合
に
あ
つ

て
は
当
該

期
日
を
，
退

職
す

べ
き
期
間

を
記
載
し

た
場
合

に
あ
つ
て

は
当
該
期

間
内
の
期
間

又
は
期
日

を
記
入
す

る
こ
と
。



 

様
式
第
１

号
の

５
（

第
３

条
の

４
関
係

）

不
認

定
通

知
書

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
年

 
 

月
 

 
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
様
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
任

命
権

者
）

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

印

 
あ
な

た
か

ら
 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

申
請
の

あ
つ

た
早

期
退

職
希

望
者

の
募
集

に
係

る
応

募
に

つ
い

て

は
，
職

員
の

退
職
手

当
に

関
す

る
条
例

第
８

条
の

３
第

1
0項

及
び

第
1
1
項
の

規
定

に
よ
り

，
認

定
を

し
な
い

旨
の

決
定
を
し

ま
し

た
の

で
，

通
知

し
ま
す

。
 

不
認

定
の

理
由



 

様
式
第
１

号
の
６
（

第
３
条
の

４
関
係
）

退
職
す
べ
き

期
日
の
決
定
通

知
書

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
年
 
 

月
 
 
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
様
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

（
任
命
権

者
）

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

印

 
あ
な

た
の
退

職
す
べ

き
期
日

に
つ
い

て
は
，

 
 
年

 
 

月
 

 
日
と

決
定
し

ま
し
た
の

で
，
職

員
の

退
職
手

当
に
関
す

る
条
例
第

８
条
の
３

第
12項

の
規

定
に
よ
り

，
通
知

し
ま

す
。
 



 

様
式

第
１

号
の

７
（

第
３

条
の

４
関
係

）

退
職

す
べ
き
期
日
の
繰

上
同
意
書

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 
（

任
命

権
者

）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
様
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
私

は
，

職
員

の
退
職

手
当
に

関
す

る
条

例
第

８
条
の

３
第

1
3
項

の
規

定
に

よ
り
，

下
記
の

退
職

す
べ

き
期

日
を

繰
り

上
げ

る
こ

と
に

同
意

し
ま

す
。
 

既
に

通
知

し
た

退
職

す
べ

き
期

日
年

 
 
月

 
 

日

認
定

年
月

日
年

 
 
月

 
 

日

（
注

）「
認

定
年

月
日

」
は

，
認

定
通
知

書
（

別
記

様
式

第
１

号
の
４

）
に

記
載

さ
れ

て
い

る
認
定

年
月
日

を
記
入
す
る
こ
と
。



 

様
式

第
１

号
の

８
（

第
３

条
の

４
関
係

）

退
職
す

べ
き

期
日

の
繰

下
同
意

書

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 
（

任
命

権
者

）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
様
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
私

は
，
職

員
の

退
職

手
当
に

関
す

る
条

例
第

８
条

の
３
第

1
3
項

の
規

定
に

よ
り

，
下
記

の
退

職
す

べ
き

期
日

を

繰
り

下
げ

る
こ

と
に

同
意

し
ま

す
。
 

既
に

通
知

し
た

退
職

す
べ

き
期

日
年

 
 
月

 
 

日

認
定

年
月

日
年

 
 
月

 
 

日

（
注

）「
認

定
年

月
日

」
は

，
認

定
通
知

書
（

別
記

様
式

第
１

号
の
４

）
に

記
載

さ
れ

て
い

る
認
定

年
月
日

を
記

入
す

る
こ

と
。



 

様
式
第
１
号
の
９
（

第
３
条
の
４
関
係
）

退
職

す
べ

き
期

日
の

変
更
通

知
書

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

（
任
命
権
者
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

印

 
あ
な
た
の
退
職

す
べ
き
期
日
は
，
職
員

の
退
職
手
当

に
関
す
る

条
例
第
８
条

の
３
第
14
項
の
規
定
に
よ

り
，
以

下
の
と
お
り
変
更
す

る
こ
と
と
し
ま
し
た
の
で
，
通
知
し
ま
す

。
 

退
職
す
べ
き
期
日

変
更
前

年
 
 
月

 
 
日

変
更
後

年
 
 
月

 
 
日

変
更

同
意
日

年
 
 
月

 
 
日

（
注
）
「
変
更
同
意
日
」
は
，
提
出
さ
れ

た
退
職
す
べ

き
期
日
の

繰
上
同
意
書

（
別
記
様
式
第
１
号
の

７
）

又
は
退
職
す
べ
き
期
日
の
繰
下
同
意
書
（

別
記
様
式
第
１
号
の
８
）
に
記
載

さ
れ
て
い
る
年

月
日
を
記

入
す
る
こ
と
。

 

                



 
 
 

附 

則 

 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
人
事
委
員
会
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
人
事
委
員
会
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
前

の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
退
職
勧
奨
の
記
録
の
保
管
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

こ
の
人
事
委
員
会
規
則
の
施
行
の
日
前
に
退
職
し
た
者
が
改
正
前
の
規
則
第
九
条
の
二
第
一
号
、
第
二

号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
人
事
委
員
会
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
職
員

の
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
第
九
条
の
二
に
規
定
す
る
条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
と
み
な
す
。 

４ 

こ
の
人
事
委
員
会
規
則
の
施
行
の
日
前
に
退
職
し
た
者
に
交
付
す
る
広
島
県
職
員
退
職
票
に
つ
い
て
は
、

改
正
前
の
規
則
別
記
様
式
第
一
号
の
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 


